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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について（通知）

本県の障がい福祉施策の推進につきましては、日頃より格段の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、この度、令和４年２月４日に「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例（令和４年神奈川県条例第４号）」を、令和４年３月29日に「指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（令和４年神奈川県条例第24号）」及び「指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（令和４年３月29日神奈川県条例第25号）」を公布し、令和４年４月１日から施行することとしましたので通知します。
これに伴い、改正となる条例及び改正の概要は下記のとおりですので、御承知おきください。

１　今回改正する条例
（１）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第５号）
（２）指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第７号）
（３）指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第８号）
（４）指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第10号）

２　改正の概要
（１）社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律（平成19年法律第125号）が令和４年４月１日に全面施行され、社会福祉士及び介護福祉士法附則に条ずれが生じることに伴う改正
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第81条第１項第５号及び指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第６条第２項第３号、第７条第２項第３号及び第73条第２項第３号中、社会福祉士及び介護福祉士法附則第３条第１項を同法附則第10条第１項に、同法附則第20条第１項を同法附則第27条第１項に改める。

（２）「経過的施設入所支援サービス費」及び「経過的生活介護サービス費」の支給を、令和５年度末まで継続できるようにするための改正
ア　指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
指定障害者支援施設の指定を受けて指定入所支援と施設障害福祉サービスとを同一の施設において一体的に提供している指定福祉型障害児入所施設に係る人員及び設備に関する基準の特例の経過措置を令和６年３月31日まで延長する（平成30年神奈川県条例第59号附則第２項関係）。
イ　指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
福祉型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設等の指定を受けて施設障害福祉サービス及び指定入所支援を同一の施設において一体的に提供している指定障害者支援施設に係る人員及び設備に関する基準の特例の経過措置を令和６年３月31日まで延長する（平成30年神奈川県条例第61号附則第２項）。
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